
質 問 回 答 書 
 
 
件 名  令和８年度 AI イノベーションユースケース創出・実装支援業務委託          
 
番

号 項目 質問 回答 

1  現行業務の把握

方法 
横浜市様の現行業務を把握

するにあたってご提供いた

だける既存資料(業務一覧、

業務フロー、業務規則等)は
ございますでしょうか。 

各区局の業務の所掌については、横浜市事務

分掌規則及び横浜市区役所事務分掌規則等

で規定しています。 
庁内の業務一覧、業務フローが一覧になった

ものはありません。なお、令和４年度に実施

した区役所業務の業務実態調査（コア・ノン

コア業務の分析等）の結果を契約締結後に提

供可能です。 
対象業務の各職場で作成しているマニュア

ル、フロー等は契約締結後に提供する予定で

す。 
本業務では、各区局の業務の詳細な内容把

握、詳細な業務フローを把握しながら事務局

にて対象業務の選定を行う予定ですが、業務

選定に関して、実施方法や効果的なヒアリン

グ方法などについて、提案事業者の持つこれ

までのノウハウ、類似事例からの推測等、提

案事業者の提案内容に期待するところが大

きいことを申し添えます。 

2  業務説明資料 3 
委託内容の詳細 
(3) ユースケー

ス創出 

庁内業務の把握・類型化に

当たり、本市から事前又は

受託後に提供予定の資料と

して、業務一覧、業務フロ

ー、マニュアル、事務分掌、

既存の BPR 検討資料等が

ありましたら、ご教示くだ

さい。 

3  ツール・技術制

約 
既存ツール以外の新たなツ

ールの適用余地・価値が検

知された場合、ツール選択

において留意すべき制約や

規則はございますでしょう

か。 

ユースケース創出の対象ツールとして既存

ツール以外を対象とするかの調整は、提案者

の特定後、別途協議により行います。 
 

4  ツール・技術制

約 
既存ツールのライセンス拡

張は検討の余地がございま

すでしょうか。 

提案者の特定後、別途協議により、コスト及

び効果並びに本市の予算状況等を考慮し検

討を行います。 

5  人材育成 これまで横浜市様職員の方

向けに AI 活用に係る教育

や情報発信等の活動はどの

ように行われてきたでしょ

うか。またその成果や課題、

職員の方のご反応について

ご教授いただけますでしょ

うか。 

主に全職員が利用可能な「Microsoft 365 
Copilot Chat」（無料版）の利活用を目的とし

てイントラページで利用方法や動画研修、プ

ロンプト集の提供等を行っています。また、

ハンズオン研修や職員が講師を務める出前

講座等を実施しています。これらの取組によ

り、汎用的な生成 AI の利活用に向けた基本

的な知識の習得や利用率向上等につながっ

ていますが、活用レベルの差や AI 活用前提

とした業務構築等には課題があります。 

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00000080.html#l000000000
https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00000080.html#l000000000
https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00000109.html


6  推進体制 本事業推進にあたってご参

加・ご協力頂く横浜市様内

の大まかな体制(部署、職員

数、関与度合、役割等)をご

教授いただけますでしょう

か。 

本委託事業の事務局は、令和８年４月１日よ

り、行財政局行政イノベーション推進室行政

マネジメント課が担当します。行政マネジメ

ント課は約 70 名で、AI イノベーションとり

まとめ担当として一部の職員（数名）が本委

託事業に関わります。また業務所管課の協力

も得ながら進める予定です。 7  業務説明資料３

(1) 
業務説明資料３ (1)につい

て、AI イノベーションチー

ムの人数と構成員の専門分

野を教えてください。 

8  共通事項（資料

横断・運用全般） 
(3)本案件における貴市体制

について、現時点の想定さ

れている内容がございまし

たらご教示いただけますで

しょうか。想定されている

人数や工数などについてご

教示いただけますと幸いで

す。 

9  業務説明資料 3 
委託内容の詳細 
(3) ユースケー

ス創出 

ユースケース創出における

工数想定の対象として記載

のある「要件整理から導入

まで」には、試行運用、改善

対応、KPI 設定・効果測定

準備まで含む理解でよろし

いでしょうか。それとも、こ

れらは主として「(4) 実装支

援・人材育成提案」側の業務

範囲として整理する理解で

しょうか。 

(3)ユースケース創出における「要件整理から

導入まで」には、特定のユースケースを特定

の現場に実装するために必要な範囲での試

行運用や動作確認等を含みます。 
一方で、改善対応を横展開の視点で整理する

ことや、KPI の設定、効果測定の仕組みづく

り、人材育成の観点からの整理については、

主として「(4) 実装支援・人材育成提案」の

業務範囲として整理します。 
なお、(3)ユースケース創出の実装過程で把握

した課題や知見については、(4)実装支援・人

材育成提案において整理し、提案に反映して

いただくことを想定しています。 

10  業務説明資料 3 
委託内容の詳細 
(3) ユースケー

ス創出 

貴市直営開発案件に対する

技術的アドバイスについ

て、想定する関与の水準

（例：随時相談、定例レビュ

ー、設計助言、試行運用時の

助言等）がありましたら、ご

教示ください。 

直営案件の取り扱いレベルにより技術的ア

ドバイスの水準も変わり得ると考えますが、

委託事業者・本市直営合わせてユースケース

100 件という目標を達成するために、可能な

範囲でご協力いただきたく、具体的な内容は

事業者特定後、提案内容に基づき別途協議で

決定します。 

11  業務説明資料 7 
情報提供 (1) 本
市で使用可能な

ツール 

情報提供欄に記載の各ツー

ルについて、提案時点で想

定すべき主な制約事項（利

用可能部署、利用申請要否、

主な機能制限、外部サービ

ス連携の可否等）がありま

したら、ご教示ください。 

利用可能な部署、利用申請の要否、機能制限、

外部サービス連携の可否等の詳細について

は、ツールや対象部署によっても異なりま

す。 
提案段階においては、各ツールの一般的な利

活用を想定の上で提案を行ってください。 



12  業務説明資料 
３  個別業務説

明  (4) 実装支

援・人材育成提

案 

「（イ） AI 活用人材育成に

あたって、研修について提

案すること。提案には、職員

を対象とした AI 活用の研

修会の実施も含めること。」

とありますが、研修会につ

いて、回数・人数・開催手法

（オンライン・現地など）・

対象者のスキルセットなど

の想定はありますでしょう

か？ 

本委託は７（３）に記載の本市の AI イノベ

ーションの取組として行うものであり、本委

託をきっかけとして AI 等を活用した業務改

善を加速させ、類似業務等に横展開するだけ

でなく、更なる業務改善に取り組んでいく予

定です。 
人材育成研修では、今後の本市全庁での AI
活用・AI イノベーションを想定し、AI 等を

活用し自ら課題解決を行う人材や、課題を整

理して AI イノベーションに取り組む人材を

育成するものとしてご提案ください。 

13  業務説明資料 7 
情報提供 (1) 本
市で使用可能な

ツール 

記載されているツールにつ

いて、開発や検証など受託

者が自由に利用できる環境

はありますでしょうか？受

託者で実際に使用して技術

検証をすることは可能でし

ょうか？ 

ツールにより利用する端末やネットワーク

等に制限があるため、本委託においては、市

職員と同様の利用環境（庁内ネットワークか

らツールを利用できる端末やアカウント等

※ただし事業者用アカウントでは一部機能

制限あり）を用意します。 
受託者環境と本市環境（市役所内からアクセ

ス）のどちらの環境で、要件整理から導入ま

でどの作業を行うかについては、ツールに設

計データや設定ファイルのインポート機能

があるかなどによっても異なります。 
リモートアクセスが可能なツールは限定的

であり、SaaS の一部がリモートアクセス可

能と想定されますが、IP 制限等のセキュリテ

ィ上の対策をおこなっていることから、それ

らを踏まえた本市の内部確認や手続きが必

要となるため、契約締結後に受託者と協議し

ます。基本的には、「自社環境で作成した設計

内容を、本市環境へ持ち込んで反映・最終調

整する」というプロセスを前提とした体制構

築を行ってください。 

14  業務説明資料７ 
情報提供（1）本

市で使用可能な

ツール 

(1)記載されている各ツール

は、受託者の作業環境から

リモートアクセスにより利

用可能なツールと可能でな

いツールを教えていただけ

ますでしょうか。リモート

アクセスが不可の場合、現

地作業のみを前提とした対

応となりますでしょうか。 

15  業務説明資料７ 
情報提供（1）本

市で使用可能な

ツール 

(3)実証環境の整備に向け、

受託者向けのユーザーアカ

ウントや利用環境を払い出

していただける認識でよろ

しいでしょうか。 
 

16  業務説明資料 7 
情報提供 (1) 本
市で使用可能な

ツール 

記載されているツールにつ

いて、導入いただいている

ベンダ様より機能をレクチ

ャーしていただくことは可

能でしょうか？ 

ツールについてレクチャーの予定はありま

せん。 
マニュアル等の提供は可能です。 

17  業務説明資料 7 
情報提供 (1) 本
市で使用可能な

ツール 

貴市ネットワークの三層分

離において、α、β、β´い

ずれの状況でしょうか？ 

総務省が示す自治体情報システムの三層の

対策（いわゆる三層分離）のβ´モデルです。 
本業務説明において示している各ツールは

インターネット接続系の利用環境です。 

18  業務説明資料４ 業務説明資料４について、

貴庁の考える AI エコシス

テムのイメージがあれば教

本市の業務は、業務の流れ（ワークフロー）

によりいくつかの類型に集約されるととら

えており、資料において４類型を例示してい



えてください（例えば、公表

されている記事などがあれ

ばご紹介ください）。 

ます。この類型ごとに、記載の既存ツールを

組み合わせて自動化等することで、既存ツー

ルの組み合わせを一つのプラットフォーム

のようにとらえ、エコシステムと表現してい

ます。一体のツールとしてとらえることによ

り、類似の業務に類型ごとのエコシステムに

よるツール適用を行い、庁内の利用を促進し

ていきます。 

19  共通事項（資料

横断・運用全般） 
(1)庁内ドキュメントの閲覧

方法についてご教示くださ

い。また、ファイル受領はセ

キュリティ上可能でしょう

か。 

ユースケース改善にあたって、選定した業務

の関係書類等はメール等でやり取りする想

定です。 

20  共通事項（資料

横断・運用全般） 
(2)提案書に Appendix（付

録）を添付することは可能

でしょうか。 

可能です。なお、評価項目及び評価の観点は、

評価表のとおりですのでご留意ください。 

21  共通事項（資料

横断・運用全般） 
(4)プレゼンテーション・ヒ

アリングの弊社出席者につ

いて、3 名のうち 1 名はオ

ンライン参加することは可

能でしょうか。また、プロジ

ェクトメンバーにつきまし

ても、オンライン参加は認

められますでしょうか。 

プレゼンテーションの出席者３名のいずれ

かの方（複数名可）のオンライン出席は可能

です。プレゼンテーションの公平性を期すた

め、プレゼンテーションの出席者３名以外の

オンライン参加はご遠慮ください。なお、オ

ンライン参加機材は、提案者がご用意くださ

い。 
なお、通信環境の不具合等によりプレゼンテ

ーションに支障が出た場合、その責任は提案

者が負うものとし、時間の延長等は認められ

ません。 

22  業務説明資料３ 
個別業務説明

（2）リーディン

グプロジェクト

（案件）導入計

画等作成支援  

(1)ユースケース創出に関し

ては、AI 活用を推進してい

く業務と定義したものから

選定するのか、既にご提示

されている想定業務をベー

スに検討を進めるものなの

かお考えをご教授いただく

ことは可能でしょうか。 

ユースケース創出について、業務の指定はあ

りません。プロポーザル検討の一助として想

定業務をお示ししています。なお、実際のユ

ースケース創出については、事業者特定後

に、別途協議により決定します。 

23  業務説明資料３ 
個別業務説明

（2）リーディン

グプロジェクト

（案件）導入計

画等作成支援  

(2)業務説明資料７ 情報提

供（1）本市で使用可能なツ

ール に記載のある、既存ツ

ールの活用を前提とした業

務実施となりますでしょう

か。 

（2）リーディングプロジェクト（案件）導入

計画等作成支援 については、計画作成がメ

イン業務となり、既存ツールの活用を条件と

はしていません。プロジェクトを進行するに

あたり、どのような AI 技術の活用が可能か、

導入までどの程度の時間を要するか、導入に

あたっての留意点やポイントをプロジェク

トマネジメントの観点から本市にアドバイ

スを行うものです。 

24  業務説明資料３ (1)ユースケースレベル A RAG の規模（データのクレンジングや構造



個別業務説明

（3）ユースケー

ス創出 

および B のそれぞれの想

定工数には、例えば生成 AI
を組み込んだ RAG アプリ

ケーションを想定した場合

の、ナレッジベース整備作

業は含まれていないという

理解でよろしいでしょう

か。 
※ナレッジベース：RAG に

おいて検索対象として参照

される外部知識の集合、社

内文書、PDF、規程、 
FAQ、議事録、仕様書 等 

化が著しく困難な場合）により想定時間は異

なると考えますが、業務説明資料に記載した

想定工数にはナレッジベース構築時間を含

みます。ただし、大量のデータクレンジング

が必要なケースなど、提案者の見込みにより

工数見込みが大幅に増える想定がある場合

は、事業者特定後に別途協議を行い、実施内

容（工数カウントや実施範囲）を決定します。 

25  業務説明資料７ 
情報提供（1）本

市で使用可能な

ツール  

(2)各ツールの具体的なライ

センス種別および数量をご

教示ください。また、庁内に

おいて各ツールを利用可能

な職員数についてもご教示

いただけますでしょうか。 

業務説明書（４．業務説明資料７ 情報提供

（1））に記載のツールは、ほぼすべての職場

の職員が利用可能です。ライセンス種別につ

いては業務説明資料の記載を参考にしてく

ださい。 

26  業務説明資料 3 
委託内容の詳細 
(3) ユースケー

ス創出 

「ユースケースの創出」に

おいて、横浜市様が想定す

るユースケースのレベル

（ A、B）区分の表が例示さ

れています。この表の中

に ”本市直営 ”という記載

があります。これは、市で導

入済みのツール（AI や 
RPA ）を使って、職員の方

が何らかの仕組みを構築す

ることを想定されています

でしょうか。検討状況によ

っては、本業務期間中に職

員の方が手を動かせる可能

性がある、という認識でよ

いでしょうか。 

お見込みのとおり、本市職員も既存ツールを

活用して、ユースケース創出を行う予定で

す。本委託の事業者によるユースケース創出

分と本市の職員が自ら製作する分を合わせ

てユースケース創出 100 件を目標に据えて

います。本市職員が手を動かし作成する分に

ついて、可能な範囲で技術的支援をいただき

たく、提案時にどのような支援が用意できる

かご提案ください。 

27  業務説明資料 3 
委託内容の詳細 
(3) ユースケー

ス創出 

リーディングプロジェクト

（2 件程度）が導入計画作成

までであるのに対して、ユ

ースケースは「導入まで」と

なっています。ユースケー

スにおける ”導入 ”は、本

導入するか否かを判断する

ための、試作及び検証を行

うものと捉えてよいでしょ

うか。 

リーディングプロジェクトについては質問

23 参照。 
ユースケース創出については、本番環境での

実際の稼働までを基本としますが、新たなツ

ールの導入等の必要性が発生した場合は、別

途協議にて、実施内容及び実施段階を決定し

ていきたいと考えています。 

 


